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奈良県における地域別診療報酬制度の導入に反対する意見書 

 

奈良県の荒井正吾知事は令和２年８月７日の記者会見で、地域別診療報酬制度の導入

を前提として、厚生労働省に陳情に行ったことを言及された。奈良県が考える地域別診

療報酬制度とは、新型コロナウイルス感染拡大による医療自粛等で、減収や収入補填で

きない医療機関の支援を目的に診療報酬の単価を１点１０円から１点１１円に引き上げ、

医療崩壊を防ぐというものである。 

本制度の導入に関しては、平成３０年当時にすでに奈良県医師会として断固反対する

内容の決議を全会一致で採択されている。加えて、全国知事会長、全国市長会・会長代

理、全国町村会長から「当該制度の創立時から、その妥当性や医療費適正化に向けた実

効性には疑問があるものと考えておる、慎重に対応されたい」と反対意見が出ていたも

のである。 

令和２年８月２４日には奈良県知事をはじめ奈良県医師会、奈良県歯科医師会、奈良

県薬剤師会の三師会等が出席する奈良県保険者協議会が開催された。奈良県医師会の安

東副会長は、感染症による医療機関の経営危機は奈良県だけの特異な状況ではないと指

摘した上で、全国一律の対策が必要と主張。その上で、地域別診療報酬の設定ではなく

受診勧奨対策や医療提供体制の見直しならびに、国の第二次補正予算による交付金の速

やかな交付が必要だと制度導入に強く反対された。 

本制度の導入は、窓口での一部負担も増加することになるので許容できるものではな

く、それによって受診を控える病人を増やすことになり、さらには窓口負担の少ない隣

県への受診を助長することになりかねない。本来であれば新型コロナウイルス感染拡大

で経営難に陥る医療機関を援助する目的であるにも関わらず、その意に反して医療機関

を窮地に追い込む可能性を孕んでいる。 

また、令和６年度に国民健康保険税額の県内統一化を進めているが、本制度を導入す

れば医療費の必要額は増大し、それに応じて原資も必要となりさらなる値上げが予想さ

れる。また、コロナ禍で収入減に陥り減免措置を申請する世帯が増えることからも、計

画通りの令和６年度の保険税統一はすべきではなく延長すべきである。加えて、増加し

た医療費等を奈良県国民健康保険で負担することになれば、給付金を払えない自治体が

出てくる可能性もある。 

本制度の導入はコロナ禍でお金がないこの時期に、住民に窓口負担を強いた上に国保
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税を値上げして重複負担させ、国保税未納を増やして国民健康保険を破綻させ、そのた

めに医療にかかる権利を奪うことになり受診控えが増えることで医療機関が困窮するこ

とにつながりかねない。 

よって、奈良県におかれては、等しく公平な医療を受けれられる体制を構築いただく

ためにも、地域別診療報酬制度導入の見直しを強く要望する。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

 令和２年９月２５日 

 

橿 原 市 議 会   

 

《送付先》 

奈良県知事 


